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１ はじめに 

この計画は、次世代育成支援対策推進法第１９条及び女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律第１９条の規定に基づき、美里町長、美里町議会議長、

美里町教育委員会、美里町農業委員会が策定する特定事業主行動計画です。少子

化の進行、働き方の多様化、男女共同参画の推進など、社会全体で職員の仕事と

生活の調和を図る取り組みが求められています。職員が安心して働き続けられる

環境を整備することは、住民サービスの質の向上に不可欠であり、組織の活力に

も直結します。 

美里町では、これまで育児休業制度の充実や超過勤務時間の縮減など、働きや

すい環境づくりを進めてきましたが、すべての職員が、それぞれのライフステー

ジに応じた働き方を選択しながら能力を発揮できる職場環境の整備をさらに推

進するため、本計画を策定します。 

 

２ 計画期間 

本計画の実施期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年

間とします。 

 

３ 計画の推進体制 

本計画は、各特定事業主が抱える課題を解消できるよう、情報共有を図りなが

ら、それぞれが組織の特性や業務プロセスに即した改善施策を立案・実施し、取

り組むこことします。 

なお、目標数値の達成状況の点検・評価を受けて取組内容の見直しを検討する

ほか、社会動向の変化に対応するため、計画期間に関わらず見直しも検討します。 

 

 

 



４ 計画実現に向けた数値目標及び具体的な取組内容 

（１）管理職の女性割合の増加について 

  本町の管理職における女性職員の割合は、令和７年４月時点で２１．４％とな

っています。性別や年齢にかかわらず、政策実現能力や管理的職位にふさわしい

資質を有する職員が政策決定過程において責任ある立場で関与できる機会の創

出するため、令和１３年度までに、管理職における女性職員の割合を３０％に引

き上げることを目標とし、全職員を対象に下記の取組を実施します。 

 

① 研修機会を創出し、参加を促進することにより、全職員のスキルアップを

図り、キャリアアップに必要な能力の獲得に繋がるよう支援します。 

② ライフステージの変化に対する不安を解消し、仕事を継続する意欲を維持

するために、他自治体の先進事例を参考としながら、働きやすい職場環境づ

くりに向けた各種制度の導入について検討していきます。 

③ 職員の心身の健康を保つために、所属長による安全配慮義務の遵守にあわ

せて、職員自身が自己の健康状態に気を配り、安全に働けるような職場環境

づくりに取り組みます。 

 

【参考：管理職における女性職員の人数（４月時点）】 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

管理職数 ２６人 ２４人 ２７人 ３０人 ２８人 

女性管理

職数 
６人 ５人 ５人 ５人 ６人 

女性管理

職割合 
２３．１％ ２０．８％ １８．５％ １６．７％ ２１．４％ 

 

（２）恒常的な時間外勤務の縮減について 

職員１人当たり平均の年間時間外勤務の総時間数について、年間１２０時間以

内の達成に努めます。そのために、下記の取組を実施します。 

 

① 時間外勤務を前提とせず、正規の勤務時間内に効率的に業務を終えるため

に、職員によるスケジュール管理と所属長による適切な業務マネジメントを

徹底します。 

② 時間外勤務の多い部署を把握し、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析

及び検証を行います。 



③ 各職場における業務の見直しを行うことにあわせて、職場全体の業務効率

の低下を防ぐため、業務の効率化・簡略化に取り組み、職員同士でサポート

し合える体制づくりに努めます。 

 

【参考：平均時間外勤務時間数】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

月平均 １１．９時間 １０．２時間 ９．４時間 ８．８時間 １１．７時間 

年平均 
１４２．８ 

時間 

１２２．４ 

時間 

１１３．４ 

時間 

１０５．３ 

時間 

１３９．８ 

時間 

 

 

（３）すべての職員が働きやすい職場環境の整備について 

行政課題が複雑化している現状において、全ての職員が心身ともに健康的に働

くことができる職場環境づくりに取り組みます。そのために、下記の取組を実施

します。 

 

① 年間を通じて５日以上の計画的な年次有給休暇取得を促進し、年次有給取

得率４０％の達成を目指します。 

② 介護休暇等、職員が家族のために使うことのできる休暇について周知を図

り、適切な休暇を取得できるような職場環境づくりに努めます。 

③ 職員にとって精神的負担が大きいカスタマーハラスメントについて、個人

ではなく組織で対応することを基本とし、対策強化に取り組みます。 

④ わからないことを相談しやすい職場の雰囲気を醸成し、職員の心理的安全

性の確保の大切さについて職場全体で理解を深めるよう取り組みます。 

    

【参考：年次有給休暇取得率】 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

取得日数 ８．７日 １０．０日 １０．６日 １１．７日 １３．０日 

取得率 ２２．５％ ２５．９％ ２８．０％ ３１．３％ ３５．０％ 

 



（４）妊娠、出産及び育児における配慮について 

すべての職員が妊娠、出産及び育児のために適切な休暇を取得しできるよう努

めます。そのために、下記の取組を実施します。 

 

① 妊娠・出産に関わる特別休暇、育児休業制度、育児休業期間中における経

済的支援措置、育児短時間勤務制度について周知を図り、休暇取得促進に取

り組み、休暇を取得しやすい職場環境づくりに努めます。 

② 子どもの出生時における父親の特別休暇の周知及び年次有給休暇の取得

促進を図り、育児休業等を取得しやすい職場環境づくりに努めます。 

③ 妊娠中の職員及び３歳未満の育児を担う職員に対しては、公務の正常な運

営を妨げる場合を除き、本人の希望に応じ、時間外勤務を原則として命じな

いこととします。 

④ 小学校就学始期に達するまでの子供のいる職員の深夜勤務及び時間外勤

務を制限する制度について周知を図ります。 

⑤ 小学３年生に達するまでの子の看護のための特別休暇について、周知を図

るとともに、職場全体で支援を行います。 

 

【参考：育児休業取得率】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

女性職員

（人） 
４人 ０人 ２人 ３人 ０人 

女性職員

（％） 
１００％ ０％ １００％ １００％ ０％ 

男性職員

（人） 
０人 ０人 ０人 ２人 ０人 

男性職員

（％） 
０％ ０％ ０％ １００％ ０％ 

※職員数は、各年度申請のあった職員の人数を記載しています。 

 

 


